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帯
笑
園
保
存
会
会
報
発
発
刊
に
当
た
り 

 

会
長 

植
松 

善
夫 

こ
の
度
、
保
存
会
会
報
を
発
刊
す
る
に
あ
当
た
り
、
ご
挨
拶
を
申
し
述
べ
た
い
と

存
じ
ま
す
。 

帯
笑
園
保
存
会
が
皆
様
の
ご
協
力
を
頂
き
発
足
致
し
ま
し
た
の
が
、
平
成
十
五

年
十
月
で
あ
り
ま
す
。
以
来
、
こ
の
六
月
で
二
年
近
く
を
経
過
致
し
ま
し
た
が
、

こ
の
間
一
度
も
会
の
活
動
の
報
告
が
無
か
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

今
後
は
、
年
に
二
回
位
を
目
標
に
会
報
を
発
行
し
、
会
の
活
動
の
報
告
や
お
知

ら
せ
を
し
、
更
な
る
活
動
の
伸
展
を
図
り
た
い
と
念
じ
ま
す
。
ど
う
か
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
会
則
に
基
づ
き
年
一
回
の
総
会
を
開
催
し
活

動
報
告
等
は
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

平
成
十
六
年
度
は
、
保
存
会
で
帯
笑
園
保
存
に
関
す
る
署
名
運
動
を
お
願
い
致

し
ま
し
た
。
四
千
人
を
超
え
、
五
千
人
近
い
大
勢
の
方
々
か
ら
保
存
賛
成
の
署
名

を
頂
き
ま
し
た
。
十
月
に
は
、
こ
の
署
名
を
携
え
て
沼
津
市
長 

齋
藤 

衛
様
に

お
会
い
し
て
保
存
の
要
望
を
お
願
い
致
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
昨
年
は
、
浜
名
湖
花
博
が
開
催
さ
れ
、
園
芸
文
化
館
に
帯
笑
園
が
大
き

く
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
何
よ
り
嬉
し
い
事
で
し
た
。
お
蔭
様
で
、
そ
の
後

の
見
学
会
に
遠
く
の
方
々
の
参
加
が
増
加
し
関
心
の
高
さ
が
伺
え
ま
し
た
。 

ま
た
、
今
年
四
月
よ
り
原
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
委
員
会
創
立
十
周
年
記
念

事
業
と
し
て
、
沼
津
市
立
図
書
館
に
お
い
て
、『
植
松
本
家
（
帯
笑
園
）
所
蔵
展
』

を
開
催
し
て
頂
き
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
期
間
中
に
常
葉
大
学
教
授 

日
比
野
秀

男
先
生
を
お
招
き
し
、
『
原
宿
植
松
本
家
（
帯
笑
園
）
の
文
化
・
美
術
』
と
い
う

講
演
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
展
示
会
、
講
演
会
共
に
非
常
に
大
勢

の
方
々
の
ご
参
加
を
頂
き
誠
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 
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保
存
会
の
活
動
は
、
非
常
に
地
道
な
、
根
気
強
い
活
動
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

み
ん
な
で
英
知
を
出
し
合
い
歴
史
的
名
園
を
守
り
抜
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

   
 

帯
笑
園
保
存
要
望
の
署
名
運
動
の
展
開
と 

結
果
に
基
づ
く
市
長
へ
の
要
望
訪
問
の
実
施
に
つ
い
て 

 
 

保
存
活
動
の
一
環
と
し
て
、
帯
笑
園
保
存
要
望
の
署
名
運
動
を
平
成
十
六
年
七

月
か
ら
展
開
し
、
平
成
十
六
年
九
月
末
現
在
四
八
〇
〇
名
の
皆
様
か
ら
保
存
要
望

署
名
を
頂
ま
し
た
。 

特
に
、
浜
名
湖
花
博
の
関
係
も
あ
っ
て
、

市
外
の
方
々
の
署
名
も
た
く
さ
ん
頂
く
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。 

平
成
十
六
年
十
月
八
日
（
金
）
植
松
会

長
他
関
係
者
が
署
名
簿
を
持
参
し
て
、
沼

津
市 

齋
藤 

衛
市
長
に
保
存
の
要
望
を

行
い
ま
し
た
。 

沼
津
市
と
し
て
も
、「
保
存
の
必
要
性
は

理
解
し
て
い
る
。
密
集
住
宅
地
整
備
事
業

も
進
め
か
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
含
め
て
、

よ
く
勉
強
し
て
行
き
ま
し
ょ
う
。
」
と
言
う

回
答
を
得
た
の
で
、
今
後
は
、
保
存
に
関

す
る
具
体
策
を
更
に
詰
め
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。 
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帯
笑
園
見
学
状
況 

 
 

平
成
十
五
年
十
月
二
十
六
日
（
金
）
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
見
学
会
は
、
御
当
主

の
お
力
添
え
も
あ
っ
て
、
月
平
均
一
回
の
ペ
ー
ス
で
開
催
出
来
ま
し
た
。 

十
五
年
は
、
十
月
、
十
一
月
、
十
二
月

の
三
回
で
六
十
二
名
、 

十
六
年
は
、
二
月
、
三
月
、
四
月
、
五

月
、
六
月
（
二
回
）
、
七
月
、
八
月
（
二

回
）
、
十
月
（
二
回
）
、
十
一
月
、
十
二
月

の
十
三
回
で
二
百
六
十
四
名
、 

十
七
年
は
、
一
月
、
二
月
、
三
月
、
五

月
、
六
月
の
五
回
で
百
一
名
。 

累
計
で
は
、
二
十
一
回
四
二
七
名
の

方
々
に
ご
見
学
を
頂
き
、
帯
笑
園
の
保
存

に
関
す
る
ご
理
解
を
頂
き
ま
し
た
。 

特
に
、
十
六
年
五
月
以
降
は
、
浜
名
湖

花
博
に
帯
笑
園
関
係
の
展
示
が
行
わ
れ

た
事
も
あ
っ
て
、
市
外
（
遠
方
は
浜
松
方

面
）
の
方
々
の
見
学
が
目
立
っ
て
お
り
ま

し
た
。 

  
 

日
本
桜
草
鑑
賞
会
の
開
催 

 
 

帯
笑
園
ゆ
か
り
の
「
日
本
桜
草
」
鑑
賞
会
を
帯
笑
園
内
で
第
１
回
目
と
し
て
、

平
成
十
六
年
四
月
十
八
日
（
日
）
に
開
催
し
ま
し
た
。
な
お
、
見
学
対
象
は
、
保

存
会
会
員
の
み
と
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
大
岡
在
住
の
「
沼
津
桜
草
の
会
」
真
野

契
子
さ
ん
が
栽
培
さ
れ
た
日
本
桜
草
三
十
八
鉢
を
展
示
し
、
会
員
な
ら
び
に
関
係

者
を
含
め
、
五
十
五
名
の
方
々
に
鑑
賞
し
て
頂
き
ま
し
た
。 

ま
た
、
第
２
回
目
と
し
て
平
成
十
七
年
四
月
十
七
日
（
日
）
に
開
催
し
ま
し
た
。

第
２
回
目
は
、
地
域
へ
の
周
知
回
覧
を
行
な
う
と
共
に
、
図
書
館
の
『
植
松
本
家

（
帯
笑
園
）
所
蔵
展
』
会
場
で
も
周
知
し
た
結
果
、
参
加
者
も
大
幅
に
増
加
し
二

百
名
を
超
え
る
皆
様
に
鑑
賞
し
て
頂
き
ま
し
た
。
特
に
原
地
区
以
外
の
方
が
四
十

五
名
、
市
外
か
ら
も
十
五
名
の
方
々
が
お
い
で
頂
き
ま
し
た
。
な
お
、
桜
草
の
開

花
が
遅
れ
心
配
し
ま
し
た
が
、
真
野
様
の
お
力
添
え
で
花
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。 

今
後
も
継
続
し
て
開
催
し
た
い
と
考
え

ま
す
。 

  

て
降
り
ま
す
の
で
、
宜
し
く
お
願
い
し

              
 

 
 

 
保
存
会
会
員
は
、
発
足
の
十
五
年
度
は
、
八
十
八
名
で
し
た
。
十
六
年
度
は
、

帯
笑
園
保
存
会
へ
の
加
入
状
況

十
四
名
の
方
が
未
継
続
で
し
た
が
四
十
名
の
方
々
に
新
規
加
入
し
て
頂
き
ま
し

た
の
で
、
二
十
六
名
の
増
加
で
、
総
勢
百
十
四
名
と
な
り
ま
し
た
。 

会
員
増
加
へ
の
お
力
添
え
頂
き
ま
し
た
皆
様
、
有
り
難
う
御
座
い
ま
し
た
。 

 
 

原
宿
植
松
本
家
（
帯
笑
園
）
所
蔵
展

 

帯笑園とのゆかりや栽培方法など活発な質

応答もあり、桜草そして帯笑園への関心の高

が伺えました

疑

さ

。 
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植
松
本
家
所
蔵
の
貴
重
な
品
々
の
展
示
と
昨
年
浜
松
花
博
で
展
示
さ
れ
た
帯

笑

ら
５
月
八
日
（
日
）
の
期
間
で
し
た
が
、

約

 
帯
笑
園
保
存
会
規
約 

第
１
章

総

則

（
名 

称
） 

 

会
は
、
帯
笑
園
保
存
会
（
以
下
「
保
存
会
」
と
い
う
）
と
い
う
。 

第
２
章

目
的
及
び
事
業

（
目 

的
） 

 

の
会
は
、
沼
津
の
貴
重
な
史
跡
で
あ
る
帯
笑
園
を
保
存
す
る
こ
と
を
目
的

 

（

 

業
）

 

会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
事
業
を
行
う
。 

活
性
化

（

を
進
め
る
た
め
に
必
要
な
調
査
研
究
・
学
習
及

び
広
報
活
動
を
行
う
。 

目
的
の
達
成
に
努
め
る
。

 
 

 

員
）

第
４
条 

こ
の

ろ
う
と
す
る
者
は
入
会
申
込

会
長
に
提
出
す
る
。

 
 

し
て
入
会
し
た
個
人

及
び
団
体 

 
 

 

こ
の
会
の
会
費
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。

）
正
会
員 

 

年
額 

 
 
 

一
〇
〇
〇
円 

〇
〇
〇
円
（
何
口
で
も
可
） 

 

員
）

第
６
条 

こ
の
会
に
、
次
の
役
員
を

 

１
）
役
員
２
０
人
以
内
（
内
、
会
長
１
名
、
副
会
長
３
名
、
会
計
１
名
及

 

（
監
事
）

 

こ
の
会
に
、
監
事
を
置
く
。 

（
１
）
監
事 

２
名 

員
等
の

 
役
員
及
び
監
事
は
、
正
会
員
か
ら
推
薦
に
よ
り
選
任
し
、
役
員
は
互
選
に
よ

副
会
長
、
会
計
及
び
幹
事
を
定
め
る
。 

（
役

園
関
連
の
各
種
資
料
の
展
示
を
原
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
委
員
会
創
立
十

周
年
と
絡
め
て
開
催
い
た
し
ま
し
た
。 

平
成
十
七
年
四
月
十
三
日
（
水
）
か

五
〇
〇
〇
人
の
方
々
に
ご
覧
頂
き
ま
し
た
。
特
に
四
月
二
三
日
（
土
）
に
は
、

帯
笑
園
に
関
わ
り
の
深
い
常
葉
学
園
大
学
教
授
で
常
葉
美
術
館
館
長
の
日
比
野

秀
雄
教
授
に
『
原
宿
植
松
本
家
（
帯
笑
園
）
の
文
化
・
美
術
』
の
演
題
で
ご
講
演

頂
き
、
図
書
館
視
聴
覚
教
室
の
定
員
二
百
名
に
近
い
皆
様
に
お
聞
き
頂
き
ま
し
た
。

      
 

 
 

 

第
１
条

こ
の

 
 

 

第
２
条

こと
す
る
。

 
 

事
第
３
条

こ
の

保
存
に
関
し
必
要
な
措
置
を
関
係
期
間
に
要
請
し
、
帯
笑
園
を
地
域

の
た
め
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
や
文
化
を
育
む
豊
か
で
個
性
的
な

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
。 

１
）
帯
笑
園
の
保
存
と
活
用

（
２
）
帯
笑
園
の
保
存
と
活
用
を
進
め
る
た
め
に
各
種
団
体
及
び
行
政
期
間
と

連
携
を
図
り
、

 

（
３
）
そ
の
他
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
。

 

第
３
章 

会
員
及
び
会
費

 

（
会

会
の
会
員
は
次
の
通
り
と
し
、
会
員
に
な

 

書
を

（
１
）
正
会
員

 
 

こ
の
会
の
目
的
に
賛
同

 
 

（
２
）
賛
助
会
員

 
 

 

こ
の
会
の
事
業
を
援
助
す
る
個
人
ま
た
は
法
人

（
会

第
５
条

費
）

 
 （

１
（
２
）
賛
助
会
員 

年
額 

一
口
一
〇

 

第
４
章 

役 
 

員

 
 

（
役

置
く
。

（

び
幹
事
若
干
名
）

 
 

第
７
条

 （
役

第
８
条

選
任
） 

り
会
長
、

 

員
等
の
職
務
） 

― ３ ― 
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第
９
条 

会
長
は
、
こ
の
会
の
業
務
を
総
理
し
、
こ
の
会
を
代
表
す
る
。 

会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
あ
る
と
き
又

が
欠
け
た

 
 

４ 

を
監
査
す
る
。

 第
１
０
条 

役
員

任
期
は
２
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。 

第
１
１
条 

こ
の
会
に
役
員
会
の
決
議
を
経
て
顧
問
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
役
員
会
の
招
集
等
）

第
１
２
条 

役
員
会
は
、
毎
年
４

し
、
会
長
が
必
要
と
認

臨
時
に
役
員
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
１
３
条 

役
員
会
は
、
役
員
現
在
数
の
３
分
の
２
以
上
の
者
が
出
席
し
な
け
れ
ば
議

開
き
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
議
事
に
つ
い
て

２ 

 

会
の
構
成
）

第
１
５
条 

総
会
は
、
第
４
条
第
１
項
第
１
号
の
正
会
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

第
１
６
条 

は
、
毎
年
１
回
会
長
が
招
集
す
る
。

総
会
は
、
役
員
会
が
必
要
と
認
め
た
と
き
会
長
が
招
集
す
る
。 

第
１
７
条 

総
会
の
議
長
は
、
会
議
の
都
度
出
席
正
会
員
の
互
選
で
定
め
る
。

 
 

第
１
８
条 

総
会
は
、
正
会
員
現
在
数
の
２
分
の
１
以
上
の
者
が
出
席
し
な
け
れ
ば
そ

開
き
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

る
。

 （
経
費
の
支
弁
）

第
１
９
条 

こ
の
会
の
事
業
遂
行
に
要
す
る
経
費
は
、
会
費
、
寄
付
金
及
び
そ
の
他
の

を
も
っ
て
支
弁
す
る
。

計
年
度

０
条 

こ
の
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
４
月
１
日
に
始
ま
り
翌
年
３
月
３
１
日
に

終
わ
る
。 

第
７
章 

規
約
の
改
正
等

（
規
約
の
変
更
等
）

第
２
１
条 

規
約
の
変
更
等
は
、
役
員
会
に

員
現
在
数
の
３
分
の
２
以
上
の

て
且
つ
総
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

受
け
な
け

 （
事
務
局
）

条 

こ
の
会
の
事
務
局
は
保
存
会
の
中
に
置
き
、
事
務
局
員
は
会
長
が
委
嘱
す

る
。 

 
 

則
こ
の
規
約
は
平
成
１
５
年
１
０
月
１
７
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

副
会
長
は
、

は
会
長

と
き
は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

３ 
役
員
は
、
こ
の
会
の
事
業
を
円
滑
に
す
す
め
る
た
め
役
員
会
を
組
織
す
る
。

監
事
は
、
こ
の
会
の
事
業
及
び
業
務

 

（
役

 

員
等
の
任
期
） 等

の

 

（
顧 

問
）

 

第
５
章 
会 

 

議

 

回
会
長
が
招
集
す
る
。
た
だ

め
た
と
き
は

 （
役
員
会
の
定
足
数
等
） 

事
を

書
面
を
も
っ
て
あ
ら
か
じ
め
意
思
を
表
示
し
た
者
は
出
席
者
と
み
な
す
。 

役
員
会
の
議
事
は
、
出
席
役
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の

と
き
は
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
総

 

 

（
総
会
の
招
集
）

 
 

通
常
総
会

２ 

臨
時

 （
総
会
の
議
長
）

 
 

（
総
会
の
定
足
数
等
）

の
議
事
を

２ 

総
会
の
議
事
は
、
正
会
員
で
あ
る
出
席
者
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可

否
同
数
の
と
き
は
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ

 

第
６
章 

会 
 

計 
 

収
入

 
 

（
会

第
２

） 

 
 

 

お
い
て
役

議
決
を
経

２ 

こ
の
会
の
規
約
に
定
め
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
役
員
会
に
お
い
て
役
員

現
在
数
の
３
分
の
２
以
上
の
議
決
を
経
て
且
つ
総
会
の
承
認
を

 

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
２
２

  
 

付

― ４ ― 


